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＜空家等と空き家の使い分けについて＞

　本計画においては、｢空家等｣と｢空き家｣の使い分けをしています。
　空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」といいます。）では、マンションやア
パート等の共同住宅及び長屋は、原則１棟全体で１つの「建築物」として取り扱います。よっ
て、１室でも使用されていれば、「居住その他の使用がなされていない」状態とは言えない
ため、法における「空家等」には該当しません。しかし、本計画においては、建築物の空室に
ついても、施策の対象とすることから、法に基づく空家等を示す場合には｢空家等｣、法に
おける空家等に加え、建築物の空室を含めたものを示す場合には「空き家」としています。

空室

戸建て住宅
住戸全てが空いてい
る共同住宅・長屋

店舗・工場等（非住
宅）

住戸の一部が空いてい
る共同住宅・長屋



 第２節　空家等対策計画の位置付け

 

第１章　空家等対策計画の趣旨

（本計画の背景）
・人口減少の進行により、市全体で空き家が発生
・適切な管理が行われていない空き家は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の
　阻害など多様な問題に発展
・空き家は本来、個人の財産であり、第一義的には所有者等が自らの責任で適切に
　対応することが求められるが、放置される事例も多く、地域住民から行政への相談
　や苦情が増加
・国はそういった状況を踏まえ、令和５年１２月に、「活用の拡大」「管理の確保」「特定
　空家等の除却等」を柱とする法改正を施行

（本計画の目的）
　社会情勢の変化や法制度の改正を踏まえ、空き家の現状把握とこれまでの施策の
検証を行い、総合的かつ計画的に対策を実施するため、「下関市空家等対策計画」を
改定し、所有者等・地域・民間事業者・行政の連携を強化し、適切な管理がなされて
いない空き家の発生の未然防止、適切な管理・利活用の促進等を通じて、地域の安
全・安心と良好な住環境の確保を図ります。

 第１節 　空家等対策計画について

 

空家等対策計画の位置付け

 

下関市空家等対策計画

空家等対策の推進に関する特別措置法
（基本指針・ガイドライン）

第３次下関市総合計画
【関連計画】

・山口県住宅マスタープラン
・下関市都市計画マスタープラン
・下関市立地適正化計画
・その他の計画

下関市空家等対策の推進に
関する条例

　下関市の上位計画である第３次下関市総合計画の下に本計画を位置付け、本計画
の推進に当たっては下関市空家等対策の推進に関する条例や山口県住宅マスター
プラン、下関市都市計画マスタープラン等の関連計画との整合性・連携を図りながら
空き家対策に取り組みます。
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第２章　空き家の現状と課題

　令和7年度に実施した空き家実態調査によると、市内の空き家数は8,804戸、空き
家率は8.53％となっており、このうち半数以上が腐朽・破損ありの状況であることが
分かります。
　また、管理不適切空家等については、解決数は増加しているものの、長期にわたっ
て解決に至っていない空き家が累積していることから、管理不適切空家等の解決率
は39.3％と低下傾向にあります。
　特に、中心市街地斜面地周辺地区では、腐朽・破損した空き家が密集していること
に加え、地区内の道路の多くが狭あい道路で占められており、火災時の延焼や地震
時の倒壊、避難路の遮断といった防災面でのリスクが高い状況にあります。
　また、これらの地区は都市機能が発達し優れているという地理的優位性を十分に活
かせていないため、地区全体の不動産価値が低迷している状況です。

 第１節　下関市の状況

 

　・住宅ストックの余剰による空き家の増加

　・解決の困難な長期未解決空き家の累積による管理不適切空家等の増加

　・管理不適切空家等の放置による悪影響の発生

　・中心市街地斜面地周辺地区における腐朽・破損有の空き家の密集

 第２節　下関市の空き家対策における課題

第３章　空き家対策の基本的事項

１

空き家の所有者等の管理の原則

空き家は、第一義的には所有者等が自らの責任により的確に管理、対応
することを前提とします。

２

地域住民等との連携

市は、地域住民等と連携しながら、地域の実情に応じて、地域活性化等
の観点から空き家の有効活用の促進を図ります。

３

管理不適切空家等への対応

市は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家については所要の措置を
講ずる等、対策を実施します。

 第１節 空き家対策の基本的な考え方
　「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（平成２
７年総務省・国土交通省告示第１号）」を踏まえ、空き家対策の基本的な考え方を次の
とおりとします。
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 空き家対策対象地区

　令和８年度（2026年度）から令和17年度（2035年度）まで（10年間）

 第２節　計画期間

 

 第３節　空き家に関する対策の対象とする地区

　下関市全域

 重点対象地区

　中心市街地斜面地周辺地区
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　本市では、前節の各調査の結果のほか、法に基づく助言又は特定空家等に対する
措置の実施状況をデータベース化しています。

 第２節　空き家に関するデータベースの整備等

 

 第１節　調査の種類及び概要

第４章　空き家の調査及びデータベースの整備

  調査名 概要
１ 所在調査 市内全域の空き家を対象とし、その所在地を調査し、

空き家対策の基礎資料とするもの

２ 個別調査 　条例第３条に基づく情報提供のあった空家等を対象

とし、その所在地、外観、所有者等を調査し、所有者

等への助言等の資料とするもの

３ 管理不全空家等調

査

管理不全空家等と認められる可能性のある空き家を

対象とし、管理不全空家等であるか否かの判断をする

ため及び管理不全空家等に対する措置の内容を検討す

るための資料とするもの

４ 特定空家等調査 　特定空家等と認められる可能性のある空き家を対象

とし、特定空家等であるか否かの判断をするため及び

特定空家等に対する措置の内容を検討するための資料

とするもの

第５章　これまでの取組とこれからの取組方針

 第１節　これまでの施策と主な取組及び主な実績

　本市では、空き家の状態や状況を段階的に整理し、それぞれの段階に応じた対策に
継続して取り組んできました。平成30年以降に実施してきた空き家対策については、
一定の成果を挙げていると評価することができます。

 第２節　これからの空き家対策の取組方針

　本市の人口は今後も減少することが推計されており、空き家の増加及びそれに伴う
生活環境への悪影響が懸念されます。このため、住環境悪化の防止及び住宅ストック
数の適切な調整の観点から、空き家の解体を基本とした対策を推進します。
　また、市場性が高く利活用が見込める物件については、空き家の状態が悪化する前
段階での対応を強化し、相続の複雑化や所有者の高齢化、経済的理由による管理不
全を予防するため、早期に相談や介入を行う取組を進めます。
　特に利活用においては、不動産業者をはじめとした民間事業者との連携をより一層
強化するとともに、地域住民等による解決に向けた取組を支援し、行政・民間事業者・
地域住民が一体となった早期対応により、長期未解決空き家の増加抑制を図ります。
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　空き家に関する相談は専門的なものも多いため、市のみで対応するのではなく、空
家等管理活用支援法人や民間事業者を含めた関係団体等と協力して、所有者等の
相談に対応できるよう各種関係団体等と協議を行い、体制の充実を図ります。
　また、空き家の所有者等に対して、市で実施している補助制度や相談窓口の情報提
供を行い、管理不適切空家等については、法及び条例に基づく、情報の提供や助言
を行います。
　なお、管理費用が高額な場合や経済的に対応が困難な場合があることから、補助制
度等を活用し、所有者等における適切な管理を援助します。

 第１節　適切な管理を促進する施策

第６章　所有者等による空き家の適切な管理の促進

 第２節　普及啓発

　現在の空き家の所有者等には、適切な管理は所有者等の責任において行われるべ
きものであることを所有者等に理解してもらうことが重要であるため、法、条例及び適
切な管理をしないことによるリスク等の必要な知識や情報について、広報や説明会、
相談会の開催、固定資産税の納税通知書に周知文書を同封する等を通じて周知を
図ります。
　また、将来的な空き家の所有者等には、将来、空き家になることを想定して管理や処
分の準備を進める取組（住まいの終活）の重要性について普及啓発を図ります。

取組方針 施策の展開方向

１

空き家の状態や状況に応じた対
策を効率的、効果的に実施

・各種補助事業等の実施
・財産管理人制度の活用

２

行政・民間事業者・地域住民等
の連携による一体的かつ早期の
対応を推進

・相談体制の整備
・地域住民等による課題解決の取組を

支援
・空家等管理活用支援法人の活用
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　活用が困難な空き家の跡地については、周辺土地と併せた一体的な活用方法を検
討する必要があるため、空家等管理活用支援法人の活用や跡地活用の可能性を広
げる取組を進めます。

 第２節　空き家の跡地の活用を促進する施策

 

 第１節　空き家の活用を促進する施策

第７章　空き家の活用の促進

第８章　管理不適切空家等への措置

 第１節　管理不適切空家等への対応
　周辺の生活環境に悪影響を及ぼす管理不適切空家等については、法及び条例に基
づき、適切な措置を実施します。

 第２節　管理不全空家等及び特定空家等への措置の内容
　管理不全空家等及び特定空家等に対しては、法及び条例に基づき、国が示した管
理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要
な指針（ガイドライン）を参考としながら適切な措置を実施します。

　活用を促進するためには、空き家の活用に関する意識啓発を行い、中古住宅市場
での流通を促進することや、相談から活用に至るまでを一体的に支援する体制を構
築すること、所有者等と活用希望者を繋ぐ制度の構築等により、マッチングの機会を
強化するなど、空き家の活用に向けた支援体制の充実を図ることが必要となります。

 第３節　財産管理人制度の活用

　所有者不明や所有者による管理が困難な不適当と判断された空家等に対しては、
財産管理制度の活用を検討し、空き家の適切な管理及び処分につなげます。

 第４節　緊急安全措置の実施
　市民等の生命、身体若しくは財産に危害若しくは悪影響を及ぼし、又はそのおそれ
がある状態の空き家について、緊急の必要があると認めるときは、それを回避するた
めに必要な最低限度の措置を講じます。
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第９章　相談体制及び地域住民等への支援

 第１節　相談の内容及び体制

　空き家に関する相談は、所有者等からの相談に加え、空き家により悪影響を受けて
いる、又は受けるおそれのある市民等からの相談などがあります。
　多種多様な相談に対して、住宅政策課を空き家対策全般の総合相談窓口とし、相
談内容に応じて、関係部署、民間事業者、空家等管理活用支援法人等と連携して対
応します。

 第２節　多様な相談に対する支援
　空き家問題は地域の問題へと発展しているため、自治会やまちづくり協議会等と
いった地域のまちづくりに携わる関係者の支援が必要と考えます。地域住民に対する
広報や講座の開催、自治会等の空き家対策に係る費用の一部援助等を通じて、間接
的に空き家の適切な管理を促進します。
　また、空家等管理活用支援法人は、不動産流通、空き家の活用及び跡地利用に関
する民間事業者のノウハウ並びに専門性を活用した支援体制の構築に非常に有効で
あると考えられるため、積極的な活用を検討します。
　その他、相続の未了や権利関係の複雑化、所有者不明等により、所有者等による対
応がなされず、長期未解決空き家となるケースの対応においては、利害関係人が申し
立てを行う、財産管理制度の利用が有効と考えられるため、これらの制度が円滑に活
用できるよう、相談対応や情報提供等の支援を積極的に行います。

 第１節　関係部署及び附属機関

第１０章　空き家に関する対策の実施体制

　　空き家が適切に管理されないことによる周辺への悪影響は、道路等の公共施設へ
悪影響を及ぼすもの、災害時における緊急対応が必要なもの、他の関係法令等に基
づく対応が必要なもの等、様々なものがあります。
　また、空き家の活用にかかる方法についても、移住者向け住宅としての活用や店舗
としての活用、コミュニティスペースとしての活用等、空間資源としてのあらゆる可能
性を検討する必要があります。
　空き家対策は、市の関係部署が連携し、それぞれが持つ専門知識や情報を互いに
活かし合いながら空き家対策を実施していく必要があります。
　また、法に基づき設置している下関市空家等対策協議会において、本計画の作成・
変更や、特定空家等への措置については、協議を行います。



第１１章　計画の検証及び見直し

 第１節　空き家対策の効果の検証

　本計画では、施策の効果を客観的に把握するため、次の２つを指標とし、目標を設
定します。

 第２節　計画の見直し

　本計画の計画期間は、令和8年度から令和17年度までの10年間としています。この
うち、中間年にあたる令和13年度に本計画の見直しを実施します。

 第３節　公表

　本計画を作成又は変更した場合には、市ホームページへの掲載等により公表します。

指標１　管理不適切空家等解決率（令和12年度）　目標値　50.0％以上

指標２　空き家バンク累計成約件数（令和12年度）　目標値　261件以上

　指標１により、所有者等による空き家の適切な管理の促進に関する施策及び管理不
適切空家等に対する措置の効果を、指標２により、空き家の活用の促進（中古住宅市
場の活性化）に関する施策の効果を検証しようとするものです。
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